
カナダの戦時措置法とその問題:

第二次世界大戦~ディーフェンベーカー政権期の議論を中心に

田中俊弘

はじめに

1977 年 4 月 23 日、オンタリオ州ハミルトン市のマクマスター大学ユアー

ト・アンガス講堂で、戦時措置法 (WarMeasures Act) を主題とするシンポジウ

ムが開催された(1)。それは、日系カナダ人の移住 100 周年一一「最初の日本人

移民」永野万蔵のカナダ上陸から数えて l 世紀の節目ーーを記念する祝祭行

事の一環で、あった。シンポジウムを主催したのは、ハミルトン支部のアート・

シミズである。そして、パネリストには、ケン・アダチやゴードン・ヒラパ

ヤシらが名を連ねた(2)。

1914 年に成立した戦時措置法は、それ以後、歴史のいくつかの局面で、カ

ナダのマイノリティを苦しめてきた。日系人にとって特に重要な意味を持っ

たのは、それが太平洋戦争中にカナタ守市民権を持った彼らーー市民権法施行

は 1947 年なので、正確には、カナダ居住資格を持った(domici1e) 英国臣民一ー

の強制移住等に適用されたからである。また、平時にも、 1970 年のケベック

州では、ケベック解放戦線 (Frontde Iib駻ation du Québec, FLQ) のテロ行為(10

月危機、 FLQ 危機)に対抗する手段として同法が使用された。戦時措置法は、

民主主義や人権の根幹を揺るがす法律で、あった。
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シミズは、 「罪なきカナダ市民に対するあきらかな過ちが、その犠牲者か

らさえも、 40 年間も検討されなかったこと自体が、皮肉な不法行為」だと考

えて、このシンポジウムを企画・立案し、進行役を務めた(3)。

おそらく予想できたことだが、それは単なる祝祭行事とはならなかった。

たとえば、パネルディスカッションでは、先住民のドン・ホワイトサイド (Don

Whiteside) から、 10 月危機の時には、日系人が戦時措置法に反対する声をあ

げなかったとの辛糠な指摘が聞かれた。彼は、日系人の苦しみも、フランス

系の苦しみも、そして先住民の苦しみも、他のグループからすれば結局は他

人事であり、協力関係がないのだと批判した(4)0 W捕虜収容所の子供 (A Child 

in Prison Camp) ~ (トロン卜、 1971 年刊行)の著者であるシズエ・タカシマも、

ホワイトサイドに同調して、行動を起こさない日系人を強く批判し、自分た

ち日系人グループが先住民の置かれた状況に全く関心を向けないのは、 Iス

イミング・プールと 2 台の車を手に入れて満足しているからではないのか」

と会場の参加者を煽つため。熱を帯びた討論と質疑が展開した後、最終的に、

このシンポジウムは、戦時措置法の廃止に向けて共闘する合意とともに閉幕

した(6)。

カナダ現代史の負の側面を象徴する戦時措置法について、筆者の関心は、

同法が改正されていくプロセスに向いている。最終的には、 1988 年に、緊急

事態法 (Emergencies Act) が制定されて、戦時措置法に代わった。新法は、人

権保障に配慮し、!日法の弊害をようやく脱却したのであるの。しかし、改正

への試みが、それまでの 74 年間に皆無だ、ったわけで、はない。同法による人権

繰摘を防ごうとする議論や取り組みは、その間もなされたのである。

1950 年代に連邦政府で、政権についた進歩保守党のジョン・デ、ィーフェンベ

ーカー(John G Diefenbaker、首相在任期聞は 1957-63 年)は、太平洋戦争前

後から人権の保障を強く主張した政治家であった。彼の政権下で、カナダ、権

利章典 (Canadian Bill of Rights, 1960) が制定され一一同法には様々な問題があ

ったにせよ一一、ディーフェンベーカー時代の重要な成果とみなされるし、

市民の自由や人権という文脈での大きな前進だと考えられている。しかし、

戦時措置法の持つ様々な問題が、以前からずっと指摘されてきたにもかかわ

らず、彼の政権でも同法の廃棄には至らなかった。本論は、この法律の歴史

を概観し、特に、第二次世界大戦から権利章典を制定したデ、ィーフェンベー

カ一政権期までの同法に関する議論を検証する。
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戦時措置法については、ラムゼイ・クック (G Ramsay Cook) の修士論文を

はじめ、パトリシア・ロイ (Patricia E. Roy) らのアジア系カナダ人研究などで

も一定の関心が向けられているが、権利章典前後の時代については、ほとん

ど検討の対象とはなっていないし、デ、ィーフェンベーカー研究の文脈でも、

同法はあまり扱われてこなかったゆ)。また、日本にも富井幸雄の包括的な先

行研究(富井は「戦争措置法」との訳語を当てている)があるが、その関心は、

太平洋戦争中の日系人、 1970 年のケベック、そしてとりわけ 1988 年以降の

現代に向いており、 1960 年代についての言及は限定的である。ディーフェン

ベーカー時代については、本邦には政治研究者棲回大造の論考が見られるが、

専ら対米関係や外交関係に焦点、が当てられている(9)。本稿では、これらの先

行研究も参照しながら、戦時措置法の運用と同法に関する議論をたどる。

1. 戦時措置法の成立

カナダは、イギリスのコモンローを継承する国家であり、富井によれば、

憲法典に緊急法を認めた規定が存在しないのは、それを否定しているのでは

なく、不文の法理として認めてきたと考えるべきである(10)。戦時措置法は、

直接憲法に現れない条件下で誕生した法律であった。

第一次世界大戦開戦期の議員たちにとっては、それが戦争の遂行に直接関

わる法律との認識が強かったので、あろう。正式名称を「総督に一定の権限を

付与すると共に移民法を修正する法律(AnAct to confer certain powers upon the 

Govemor in Council and to amend the Immigration Act) J と称する戦時措置法は、

あまり詳細な審議を経ずに「挙国一致」的な姿勢で、瞬く間に成立した。イ

ギリスやカナダが第一次世界大戦に参戦したのは、 1914 年 8 月 4 日だ、ったが

(11)、カナダの国会は、同月 18 日に召集され、それから 22 日までのわずか 5

日間で、戦争に関する基本事項を全て決済した。戦時措置法は、その最も重

要な決定であった。

この法律については、ロパート・ボーデン (SirRobert Laird Borden) 首相が、

ハリファックスの法律家オコーナー(W.F. O'Connor) に草案作成を依頼した。

しかし、国会開会の前日に首相たちに提示された草案は、内閣に全権を認め

る内容になっていないと批判され修正された(12)。戦争に際して、彼らは「権

力の集中J を第一義的に必要としたのである。

同年 8 月 19 日に、「現状を鑑みて、最も必要性が高い諸々の措置に明確な
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法的権威を与えるには、平時の一般的な福利を目的として作られた法律では

まったく不十分である」との理由で、チャールズ・ド、ハーティ (Charles Joseph 

Doherty) 法相が発議した同法案は、人身保護令状 (habeas corpus) の停止措置

が、「英国臣民が最も愛する自由(の概念)とぶつかる J 点を喚起したウィリ

アム・パグ、スレイ (William Pugsley) 議員の批判的発言を受けつつも、翌 20 日

には、そのまま第二読会にかけられた。同時に、ボーデン首相や野党自由党

党首ウィルフリッド・ローリエ(SirWil創d Laurier) らをメンバーとして特別委

員会の結成が発表された(13)。そして、この特別委員会は、法案をすぐさま了

承したので、翌 21 日の午後には、法相は再び法案審議を求め、誰からの反対

もないままに第三読会へと進み、同法案はその日のうちに承認され

た(14)。

さらに翌 22 日には、同法は国王の裁可(Royal Assent) を得た。そして 8 月 1

日に遡及して、既に成立していた関連法を同法の下に位置づけ(15)、戦争遂行

に際して、総督に強大な力を与えるに至った。それは要するに、総督一ーす

なわち首相と内閣一ーが、戦争遂行に関わる行動を議会での審議を経ずに速

やかにとれるようにする法律であり、また、正式名称で移民法に言及されて

いるように、国益に反する可能性を持つ移民に対して、強硬な措置をとる意

図が含まれていた。

総督の権限拡大については、その範囲が具体的に明記された第 6 条が特に

重要である。(的出版を初めとするコミュニケーション手段の検閲・統制・

禁止、 (b) 逮捕・拘禁・国外退去など、 (c) 港湾や船舶の統制、 (d) 陸海空に

おける輸送や交通、 (e) 輸出入や製造、そしての財産とその使用に関する

管理や没収などについて(1句、戦争状態が続く限りにおいては、総督への一任

扱いとされたのである。

移民法の改正については、第 12 条で、敵国に加担する者や加担する恐れが

ある者に対して、その国籍を問わず再入国を禁じた。

戦時措置法は、 1927 年に改正されたが、その際の重要な変更点は、総督に

緊急事態かどうかの判断が委ねられた点にあった(17)0 1970 年 10 月危機で同

法が適用されたのは、この変更に基づいていた。

カナダの戦時及び緊急時の法制度として、以後も長く存続する戦時措置法

は、その成立段階から、いくつかの間題点を内包した。 1 つは、総督への権

限集中によって、カナダの「議会主権」が無視され、また、本来は州に認め
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られていた権限までもが連邦政府に委譲された点である。もう l つは、それ

が人権保障を伴わずに、カナダ国民の自由を採E属する形で適用された点であ

る。次節で、は、具体的に戦時措置法によって何が起きたのかを提示してし、く。

2. 戦時措置法の適用

様々な問題を指摘されつつ、 1914 年の成立から、長い間その命脈を保った

戦時措置法は、しかし、実際に適用されたのは、 2 つの世界大戦と 1970 年 10

月危機の折のみで、あった(18)。

2-1. 第一次世界大戦

第一次世界大戦中の被害者は、敵国となったオーストリア=ハンガリー帝

国からの移民一一ドイツ系、スラヴ系、クロアチア系、ハンガリー系、ウク

ライナ系ーーーで、あった。とはいえ、彼らに対する措置が必ずしも全て不当だ

ったわけではない。 1914 年 8 月 15 日の国王詔書 (Proc1amation) には、「ドイ

ツやオーストリア=ハンガリー出身の数多くの人々が、カナダ各地で普段通

りの生活を静かに送り続けているし、彼らはそのままの生活を妨げられずに

続けられるのが望ましいのでJ 、枢密院の助言に基づき、彼らがそのような生

活をすれば、法の庇護を受けられるし、スパイ活動や国家への敵対行為をす

る恐れがなければ、逮捕や拘留などは行わない旨が明記された(19)。敵国を助

けるためにカナダを出国しようとするドイツ系、オーストリアニハンガリー

系や、カナダ国内で敵対行為を取ろうとする者は、逮捕・拘留することも明

記されたが、それはむしろ戦時体制として当然であった。

そのなかにあって、ウクライナ系は、約8万人が「敵性外国人 (enemyaliens) J 

とみなされ、およそ 6，000 人が強制収容された (20)0 1892 年の最初の移民から

1914 年までの聞に、ウクライナ系移民は大きな流れとなり、およそ 17 万人

がカナダ西部を中心に定住し、そのうち約半数がカナダの在住権(英国臣民)

を得ていたが(21)、そのカナダ人たる彼らのほとんどが、第一次世界大戦から

戦間期にかけて弾圧と監視の対象になった。短期間に大量に西部に入ってき

たこと、宗教(ウクライナ正教)を含むその文化的な違い、そして共産主義に

強し、影響を受けた彼らの積極行動主義 (activism) ゆえに、以前から差別対象

で、あったところに、戦争が、そのような差別を「正当化」する理由をもたら

したのだ。
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1914 年 9 月 2 臼以降に成立した総督令 (Orders-in-Council) では、市民の自

由に対する規制が強化された。 9 月 24 日には、許可なく鉄道や橋などに近づ

くことを禁じる命令 (PC2358) が下ったし、 10 月 28 日には、敵性外国人を管

理監督する登録施設が設立されると同時に、命令に従わない敵性外国人を捕

虜収容所に収監する規定 (PC2721) が定められた(22)。

この後者の総督令が政策の潮目であった。 PC2721 は、ド‘ハーティ法相が閣

僚らに提示した、敵性外国人の登録と抑留に関する包括提案に基づいていた

が、そこには、敵国出身の移民から市民権を剥奪して登録を行い、定期的に

登録所に姿を見せなかったり質問に正直に答えなかった場合には拘留する旨

や、何らかの政府命令に従わなかった場合も同様とする内容が盛り込まれた

(23)。また、 1918 年 3 月のケベック・シティで徴兵に反対する市民の動きが暴

動と化すと、同法に基づいて鎮圧のための軍隊が派兵されたし、その 4 月 4

日には、不当に拘禁された人を救済する人身保護令状を一時停止にする総督

令が出されるなど、敵性外国人に限らず、国内の「批判分子」を抑制して戦

争を遂行する目的で、同法の名の下に様々な法律が施行された(24)。

平時には適用されない同法は、 1918 年 11 月に一旦失効したが、それは同

法の破棄を意味しなかった。カナダ、の法律書には残り続け、その後も「必要

時」に利用された。市民が裁判を受ける権利さえ一時停止させ、戦争に非協

力的な人々の統制にも用いられた戦時措置法の手法は、その後も、敵性外国

人対応の基本となった。同法を法制化する際に参考にしたイギリスの王国防

衛法 (Defence of Realm Act, 1914) が第一次世界大戦中のみを対象とした時限

立法だ、ったのとは対照的に、カナダ、では、その後も枢要な緊急事態法であり

続けたのである(25)。

2-2. 第二次世界大戦

第二次世界大戦では、日系カナダ、人が戦時措置法の最大の被害者で、あったo

人々から言論や行動の自由を奪ったこの法律は、特に日系カナダ、人にとって

は、自分たちをカナダ西海岸から強制的に内陸へ移住させ、その財産を勝手

に売り払わせ、戦後に至つでもなお同胞を国外追放にした悪法で、あった (26)。

1921 年以来一一1930 年からお年の在野期間を挟んで一一長期政権に就いた

マッケンジー・キング (Wil\iam Lyon Mackenzie King) は、常々、カナダの参

戦は議会の判断によると説明してきたが、実質的には、 1939 年 9 月 10 日の
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カナダの正式参戦どころか、同月 3 日の英国による宣戦布告の以前から、政

府は戦争に向けて本格的に動き出していた。 9 月 1 日の総督令では、 8 月 25

日以来、すでに戦争状態にあるとして戦時措置法の発動が宣言され (27)、軍隊

への動員や、船舶の統制が進められた。政権にとって、戦時措置法は、カナ

ダの防衛と経済利害の保護に必要な、第一次世界大戦の「遺産(legacy) J で
あった仰)。

そして 9 月 3 日には同法の下で、議会の検討や承認を経ずに、「現状の非常

事態が必要とするさらなる行動を政府が取れるようにするj ために、 6 部 64

項からなるカナダ防衛規則 (Defenceof Canada Regulations, DOCR) が定められ

た(29)。戦時措置法は、確かに内閣に戦争遂行に必要な強力な権限をもたらす

が、圏内の治安を維持する上で、具体的な細則が作られるべきだと考えられ

た結果であり、カナダ、防衛規則には、諜報活動や敵に利する行動への統制、

検閲、拘束などの規則や、特定区域からの退去を含む公共の安全に関わる規

則、情報開示や刑罰、法的手続きに関わる規則まで、銃後の国民全般につい

ての規定が定められた問。

とりわけ、報道の自由を制限した第 15 項が、一連の規則のなかでも特に深

刻な意味を持ったと、クックは主張している(31)。同項の下で設置された検閲

局 (Board ofCensors) が、国内の表現の自由を規制したからである。また、共

産主義組織やエホバの証人などの団体活動を規制する第 39 項も、表現や思想、

の自由を抑え込む役割を果たした。同様に、制限命令と拘留命令について定

めた第 21 項や、逮捕・拘禁・強制収容を扱った第 24 項も、疑わしい人物を

拘束・強制収容する権限を内閣(法務大臣)に付与し、人身保護令状や公判を

停止したために、日系人にとっては最も影響を受ける条項となった。

しかし本来、カナダにとっての第二次世界大戦は、自由を守る戦いのはず

であった。 1939 年 9 月 8 日、宣戦布告 2 日前の国会で、キング首相は次のよ

うに述べていた。

ちょうど 1914 年のように、戦争によって、私たちがーーその当時は終わ

りが見えなかったー→恐怖に晒される時がきたとしても、この国を最も強

く団結させて、私たちの自由を守り保持するために、そして人類の自由

を守り保持するために、すぐに我が友(ロパート・マニオン (RobertJames 

ManionJ 、野党第一党保守党の党首)と私が並んで最大の努力をするよう
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になるのを、一瞬たりとも疑ったことはない(傍点筆者) (32) 。

それが現実には、戦争のために、国民の自由があきらかに侵害された。カナ

ダ防衛規則の第 1 項には、状況が許す限りにおいて、市民の日常生活や財産

権を尊重する旨が記されていたが、「敵性j があるとみなされた人々について

は、実際の彼らの「敵意」の有無にかかわらず、その限りではなかった。同

規則の対象は、 1940年 6月に、敵国から移民してきた市民にも拡大された(33)。

カナダ、防衛規貝IJは、様々な問題を内包したが、歴史家ドレイジガー(N.F.

Dreisziger) は、その改正の頻度を問題視して、「時には週代わりで規則の条項

が頻繁に改正されたために、それらがどのように解釈されるべきかを正確に

理解する人はほとんどいなくなってしまい、結果として、施行の際に、これ

らの諸規則は部局によって異なる形で、適用された」と説明している(34)。

このように強大な権限の集中や一貫性の欠如など、さまざまな問題を抱え

た防衛規制が、太平洋戦争中の日系カナダ人の処遇に用いられた。日系人に

関するE豊富な先行研究で批判的に説明されてきたとおり、当時 2 万 2 千人以

上いた BC 州の日系人を、太平洋沿岸 100 マイルの「防衛地域J から強制的

に移住させ、彼らの市民権を剥奪し、その財産や不動産を、一旦敵国人財産

管理人の下に置いた後、元の所有者の許可なく処分した問。命令に従わない

日系人は捕虜収容施設に収監された。また、戦後もロッキ一山脈以東に移住

するか日本に送還されるかの選択が迫られた。彼らが市民権を取り戻したの

は、戦時措置法が失効した 1949 年のことで、あった。

なお、太平洋戦争中、連邦政府は、州の権限を無効lこする(override) ために

も戦時措置法を用いた。たとえば、 1943 年 2 月 23 日には、 BC 州の反対を押

し切って日系人を内陸の森林での労働に従事させる法律を作った(36)。戦時措

置法が権力の集中をもたらす問題は、総督(内閣)と連邦議会の関係だけでは

なく、連邦政府と州政府との関係でも生じたのである。

2-3. 1970 年 10 月危機 (FLQ 危機)

1960年代以降のカナダは、ケベック・ナショナリズムの運動に揺れていた。

1970 年 10 月のケベック解放戦線による事件は、彼らがテロ中心の運動を放

棄し、議会民主主義に基づく運動に移行する契機となったが、同時に、それ

は戦時措置法が最後に使われた事例でもあった。
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ここで 10 月危機の時代背景に簡潔に触れたい。 1950 年代後半から、ケベ

ック州ジャン・ルサージユ(Jean Lesage) 自由党政権は、「静かな革命 (Quiet

Revolution) J と称される近代化・世俗化を押し進めてきた(37)。この革命が、

フランス系が大半を占める同州人口のナショナリズムを高揚させ、その後、

連邦内での特別な地位や分離を要求する運動が展開したのである。 1963 年に

誕生したケベック解放戦線は、プロパガンダとテロ活動によってケベックの

主権を手に入れようとする左翼組織で、あった問。同組織は 1970 年までの 7

年間で 200 もの爆弾テロ事件に関与してきた。

ケベツク州の政権は、 1966 年からユニオン・ナシオナル (Union National) 党

に交代したが、 1970 年 1 月に党首になったばかりの若きロベール・ブーラッ

サ (Rob剖 Bouras叫の下で、自由党は同年 4 月の選挙に 4 年ぶりの勝利を収

めた。ところがその 10 月 5 日、政権にとって深刻な問題が発生した。解放戦

線が、駐モントリオール英国商務官ジェイムズ・クロス(Jarnes Cross) を誘拐

し、犯行声明で同胞の解放などの条件を突き付けたのである問。その 5 日後

には解放戦線の別のセルが、ケベック州、|の移民労働大臣ヒ。エール・ラポルト

(Pierre Laporte) を誘拐し、事態は深刻の度を増した。さらに、モントリオー

ルで、ケベック解放戦線を支持する者たちが大規模なデ、モ行進を行うように

なると、ブーラッサ州首相とモントリオール市長ジヤン・ドラポー(Je飢

Drapeau) は、治安維持のために、連邦軍の派遣を連邦首相ヒ。エール・トルド

ー (Pierre Eliot Trudeau) に要請した。それは事件勃発から 10 日目の、 10 月 15

日のことで、あった。翌 16 日にトルドーは、重装備をした 8，000 名の連邦軍兵

士をモントリオールに派遣し、戦時措置法の適用を宣言した。

首相は、その日夕方のテレビで、国民に次のように説明している。

-・(カナダではこのような事件に発展しないという)我々の想定は愚直だ

ったかもしれないが、理解可能で、あった。それは、カナダに民主主義が

栄えているからであり、また、個人の自由がカナダでは大事にされてい

るからである。

こうした状況にもかかわらず一一あるいは部分的にはその状況ゆえに

一、今、数名の心得晶、の人々によって、我々に以下の点が示されてい

る。すなわち、民主主義が自らを守る準備をしなければ、民主的な社会

がどれほど脆弱でありうるのかであり、また、寛容で情け深い人々が恐
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喝に対してし、かに脆し、かである。...

民主的な社会が存在し続けるには、我々の自由の根幹を壊そうとする

武装した革命運動という癒を根絶できなければならない。そのため、(連

邦)政府は、ケベック州政府とモントリオール市から受けた緊急行動の

要請も鑑みて、事実関係を分析し、戦時措置法の宣言を決断した。それ

は今朝 4 時のことで、あったO 政治的目的のために暴力を唱導し実践する

全ての人々に迅速に対処するべく、政府に全ての責任を付与するための

決断である。

戦時措置法は、政府に全面的な権限を与える。また、カナダ権利章典

の効力も一時停止することになる。そのような権限を得るのを政府は全

く望んでいないと、私は断言できる。それを求めるのは、緊急な事態に

対して、何か特別な力添えなしには情勢をコントロールで、きないと完全

に明らかlこなった時だけなのだ。…(40)

こうして、モントリオールは戦時措置法の法制下に入った。対するケベック

解放戦線は強硬な姿勢で臨み、その宣言の翌 17 日、ラボルトは遺体で発見さ

れた。他方、クロスは 12 月 3 日に釈放され、その犯人はキューパに逃れたが、

ラポルト誘拐殺人犯人の方は、 12 月 27 日に逮捕され、事件はようやく終息

した(41)

直接犯行に関わった者たちへの政府の強硬姿勢は、おそらく誰からも批判

の対象とはなるまい。実際の論争を生んだのは、戦時措置法の下で、 500 名

以上の「疑わしき市民j が逮捕令状もなく拘束された点である似L テロとの

戦いという困難な局面には一定の理解が示されるべきであろうが、とはいえ、

ここで政府は再び、市民の自由を圧迫する道を選んだのである。

戦時措置法は「悪法」との認識が、第二次世界大戦終結までに、ある程度

j函養されたにもかかわらず、また、市民の自由擁護を強く主張して権利章典

を成立させたディーフェンベーカー政権の時代を経たにもかかわらず、連邦

政府は、再び戦時措置法を適用した。もっとも、 10 月危機に際しては、 10

月 19 日に議会の事後承認を得た点、が、以前とは大きな違いで、あった(43)。そ

の意味では、議会主権の無視という当初の問題の l つが、この段階ではクリ

アされた。しかし、市民の自由を奪う法の本質は何も変わっていなかった。

それでは、第二次世界大戦からディーフェンベーカー政権期にかけて、戦
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時措置法や市民の自由をめぐる議論がどのように展開したのであろうか。な

ぜ、カナダ政府は「悪法j の再適用を防げなかったのか。それが本稿のもう

l つの関心事である。

3. 戦時措置法をめぐる議論

3-1. 戦時措置法への批判:戦間期から第二次世界大戦期

戦時措置法が国民の自由を奪う危険性についての批判は、第一次世界大戦

終結の時期から頻繁に見られるようになった。終戦と共に同法は休止状態に

入ったが、それまでに実践されてきた市民の自由を抑制する方策が、戦間期

にも適用されたために、反発の声が高まった。

実際、戦間期以降の「平時」のカナダ法にも、戦時措置法は大きな影響を

及ぼした。 1919 年のウィニベグ、で、大規模なゼネストが発生した後、違法な結

社を取り締まるために刑法典 (Criminal Code) 98 条が新たに置かれたが、それ

は、戦時措置法に基づく総督令 (PC2384) を範としていた例。また、ケベック

州では 1937 年に共産主義団体の活動を取り締まる通称「南京錠j 法 (The

PadlockAct) が成立した(45)。共産主義者がプロパガンダ、に利用している建物を

閉鎖する権限を州の法務大臣に与え、同時に、彼らがプロパガンダに用いる

印制物を押収・廃棄できるようにした。それに対して社会主義政党 CCF

(Co-operative Commonwealth F ederation) や市民団体が、反発の主張を展開した

が(46)、政府からすれば、社会的・思想的に国内を混乱させうる活動の芽を早

期に断つ意義があった。戦時措置法は、政府にとっては戦争遂行に際してこ

の上なく便利な法律であり、それゆえ、破棄されたり大幅修正を加えられる

こともなく、緊急時毎に復活する有効な法律であり続けた。

この法律が、あまりにも強大な権限を政府に与えているとの認識は、おそ

らく政府内でもかなり共有されていた。 1938 年 3 月 14 日には、忍び寄る戦

争を腕んで、 11 の省庁やカナダ連邦警察の代表からなる委員会(緊急、立法に

関する省庁問委員会)が設置されたが、緊急時に必要な権限が、すでに戦時

措置法で、すべて政府に与えられているとの見解を同委員会が示したことに

ついて、クックは、「公僕が政府の権限に満足するのは、その権限があまりに

も大きすぎる場合だとし、う明確な兆候であるので」、この報告自体が同法の異

常さを示していると論じている(47)。

戦間期以降は、左翼団体や人権団体を中心に、戦時措置法を批判する声が
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さらに高まった (48)。ただし、批判の論調は、必ずしも一様で、はなかったし、

特に戦時下では、その批判のトーンは明らかに低下した。たとえば、 ドレイ

ジガーによれば、第二次世界大戦中のカナダ防衛規則の特に第 21 項(制限命

令と拘留命令)については、戦争の期聞を通して議論が続いており、 r1940 年

の春までは、この諸規制が過度に厳しすぎるとしばしば批判されたが、 5 月

にヒトラーの西側(フランス側)への侵攻が始まると、それらはあまりに寛容

すぎると多くの批判を浴びた」問。戦局は別の形でも世論に影響を及ぼした。

1941 年 6 月にドイツがソ連に侵攻すると、カナダ国内の共産主義組織は、戦

争遂行に協力する姿勢を示し、それもあって 1942 年には共産党の活動を認め

る防衛規則が出された(50)。そんな情勢も手伝って、防衛規則に対する批判を、

連邦政府は抑制できたのである。

また、太平洋戦争中の日系人に対する政府の対応についても、多くの市民

団体が、市民の自由の侵害だと反対したが、それでも、強制移住に真っ向か

ら反対する団体は限定的であった向。

1944 年 5 月 2 日と 11 日には、カナダ防衛規則に関する特別委員会が開催

されたが、その結論は、人権保障の強化ではなく、逆に、カナダ防衛規則を

強化し、新しく市民権を得た国民に対する義務と責任についての教育を強調

する内容となった(52)。

日系人の権利について言えば、たとえば社会主義政党 CCF は、戦間期から

日系人の側に立つ数少なし、序回裁であり、早い段階からアジア系に参政権を認

めるべきだと主張してきたし(53)、大戦中にも同党のアンガス・マツキニス(Angus

MacInnis) とその妻グレイス (Grace) 一一CCF 初代党首ウッズワースの娘 な

どは日系を含むアジア系の権利を声高に擁護し続けたが(54)、他方で、例えば

1938 年の国会でアンガスが日本人移民の禁止を発議したように、アジア系の

増加を危倶していた点には留意しなければならないし、彼らも、「日系人の安

全確保j という名目で、強制移住には賛成していた向。さらに言えば、 CCF

も、特に日系人問題については決して一枚岩で、はなかった。特に戦時中は、

グレイスらのスタンスに対して、党内からは多くの批判も聞かれた (56)。

第二次世界大戦が終わると、戦時措置法への批判は高まったが、それでも、

日系人の国外追放などの措置は実施された(57)。戦時措置法が失効する 1949

年まで、市民の自由を求める声は高まったが、その運動のなかに、進歩保守

党の政治家デ、ィーフェンベーカーがいた。
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3-2. ディーフヱンベーカーと人権問題

第二次世界大戦後の連邦政界において、ディーフェンベーカーは、マイノ

リティの人権を強く主張した人物で、あった。ジョー・クラーク外相(Joe Clark、

後に首相)は、 1990 年 3 月にアルパータ 1'1'1エドモントンでの講演で、デ‘ィー

フェンベーカーを回顧して次のように述べている。

ーその(カナダの多民族化の)プロセスが、緊張関係や偏見と無縁で、あった

と言い張る者はいないだろう。デ、ィーフェンベーカーは、その名字が伝統

的なイギリス系でもフランス系でもない我が国の最初で唯一の首相である。

そして彼が、父親の名字で、あるデ、イーフェンベーカーではなく、母親の名

字であるパナーマン (Bannerrnan) を用いていたら、自分にとってどれほど

楽だ、っただ、ろうかと言っていたのを思い出す。

実際、ディーフェンベーカーが 1957 年に選挙に勝利するまでは、カナ

ダの伝統では女性の入閣など許されなかったし、ウクライナ系が閣僚にな

れなかったことを、そして先住民にいたっては議席を得るどころか投票さ

えできなかったことを、我が国の諸問題に関心を持つ進歩保守党の一員と

して、私は記憶している(58)。

彼の言うとおり、ディーフェンベーカーは、カナダ初の英仏系以外を出自と

する政治家であり、おそらくそれが彼の政治行動にも強く影響を及ぼしてい

た。

ディーフェンベーカー政権の代表的な功績は、 1960年の権利章典で、あった。

吉田健正の説明を借りれば、「女性や子供の権利を制約したほとんどの法律は

すでに改正され、東洋人にも公民権が与えられていたし、チト|レヴェルで、は、

オンタリオナ|、|が 44 年に人種差別禁止法、サスカチュワン州が 47 年に権利章

典を制定したのに続いて、各州|で雇用や住宅にかんする差別禁止を定めてい

たが、人種差別的な法律はまだ、残っていたj ところに、「章典により、生命、

自由、個人の安全、財産の享受の自由が、カナダではじめて法的に保護され

た。法の正統な手続きによらないでこれらの自由を剥奪することは禁じられ

た。法のもとの平等と法による保護、信仰・言論・集会・結社・報道の自由、

弁護士をつける法的権利なども明記されたj のである(59)。
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彼が人権擁護を声高に主張し、権利章典の構想、を議会で述べるようになっ

たのは、早くも 1946 年 5 月のことで、あった。 5 月 3 日には、日系人を強制送

還する政府の政策を強く批判した酬。そして 7 ß には、国会に権利章典の法

案を提案して、しかしその時は、自由党政権に退けられている(61)。その後も

彼は、国民を巻き込んだ運動を展開し、翌年 5 月には権利章典を求める 5 万

人の署名を集めて(62)、当時、「ディーフェンベーカーは不屈なだけではなく、

優秀で忍耐強い、あらゆる市民の自由の擁護者」と評された(63)。

その後、 1957 年に首相の座に就くと、彼の進歩保守党政権は、アメリカの

権利章典をモデ、ルにした憲章の制定に取り組んだ(併L

1958 年 9 月 5 日の第一読会から成立までに 2 年を要した章典は、「カナダ

議会は、…自由の観念が道徳的・精神的価値及び法の支配の原理に対する敬

意を基盤としているときはじめて個人及び諸制度が自由たり得ることを確認

し、上記の諸原理及びこれらに由来する人権と基本的自由を l つの権利章典

において宣明することによって、その憲法的権威に対する議会の敬意を顕す

とともに、カナダ‘におけるこれらの権利及び自由の保障の確実を期すことを

希求するJ との前文とともに、信仰や言論を含む様々な自由を規定した(問。

しかし、この章典は大きな問題を抱えた。 1982 年のカナダ人権憲章 (Charter

ofRights) がそうなったように、権利章典も、国家の最高法規である憲法の一

部としての制定を模索したが、各州からの承認が得られず、結局は連邦議会

の制定法になった(的。 1959 年 l 月にサスカチュワン州首相トミー・ダグラス

(Thomas Clement Douglas) が、「法案の目的に賛同しないカナダ人はほとんど

いなしリので、あとは実効性を担保するために r1959 年英領北アメリカ法 (The

British North America Act, 1959) J の一部となすべきだと提言し、そのために

も連邦・州首相会議 (First Ministers' Conference) で検討をするようディーフェ

ンベーカーに迫ったが、そのような会議が開かれることはなかった(67)。長内

了は、同憲章が、「裁判所が連邦法を運用する場合の『解釈基準』を定めるこ

とによって、基本的人権の保障を確保しようとしている。しかし、連邦議会

は、特別な宣言をなすことによって個別立法への適用を排除できるのみなら

ず、通常の立法手段でこれを全面的に改廃することも可能」だ、ったと説明し

ている(的。つまり、章典は実効性を持たないスローガン的なものになってし

まったわけである。

権利章典が実質的な法的拘束力をほとんど有さなかったのは、松井茂記に
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よれば、「きわめて例外的な事例を除いて、裁判所は、この権利章典に違反す

ることを理由に連邦議会の制定した法律を作用可能性がないとすることはな

かった」点からも明らかて、あった(69)。そして、既に見てきたとおり、 1970 年

に戦時措置法が発動された際には、権利章典は一時停止されてしまった。

3-3. 権利章典と戦時措置法

1960 年 8 月 10 日に国王の裁可を得て権利章典が成立した。先ほど述べた

とおり、成立まで 2 年近くを費やした権利章典だが、予定よりも時聞がかか

ったのは、デ、ィーフェンベーカーが自由党の反応や時流を読み違えたためで

もあった。また、実を言えば、法案の起草者たちにとっての最初の障害は、

ディーフェンベーカーであった。首相は、議会の権限を犠牲にして法務省や

内閣の権限を強めるような文言に強く反対した向。そして、権利章典の制定

にあたっては、議会主権の回復のみが、戦時措置法に関わる大きな変更事項

となった。具体的には、議会の権限を扱った章典第 2 部 5 条 3 項において、

総督に「カナダの安全、防衛、平和、秩序及び福祉のために必要若しくは懸

命と思われる命令や規則j を制定する権限を認めた戦時措置法第 6 条が廃止

された。そして戦争・侵略・暴動状態を総督が宣言した直後(会期ではなか

った場合は開会から 15 日のうち)に国会に提示され、それから 10 日以内に

発議され、議論を経て承認する規則が定められた向。

国民の人権保護を目的とする権利章典の制定に際して、戦時措置法の改正

も議論になったが、重要なのは、すでに 1958 年の段階から、進歩保守党政権

が、権利章典に戦時措置法についての例外条項を用意する判断をしていた点

である向。具体的には、権利章典第 2 部 3 条 6 項で、戦時措置法の下で定め

られた法律が、カナダ権利章典で承認された権利や自由の廃棄・省略・侵害

とはみなさなしい一つまり、章典は戦時措置法下の法制に影響を及ぼさない

一一ことになった(73)。

あきらかに時代が政権の決定に影響していた。人権保障をめぐる議論が、

核戦争の脅威に人々が怯える時代に行なわれたために、戦時措置法の緩和を

検討する余地すらなかった。この数年間の国会にあって、人権を議論する際

にも、安全保障や国防の問題がいつも同時に論じられた。大陸間弾道弾が発

射から 20 分弱でカナダ、に到達する状況で、戦時措置法の発動までに 23-24

分かかってしまう実態が議論の的になる国会で、戦時の人権を声高に主張す
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る人は、権利章典に賛同する議員のなかにも稀で、あった(74)。

そもそも市民の間でも、政府による人権侵害の恐怖は、以前よりもかなり

減少していた。冷戦の緊張下とはいえ、第二次世界大戦の記憶が薄れた 1950

年代末にあって、市民は、すでに人権が十分に守られていると感じていた。

世論調査で、「個人の諸権利が完全に守られているか、危機に瀕しているかj

の聞いに対して、 1947 年には、 35%が完全に守られていると回答し、それを

上回る 43%が危機だと回答したが、 1957 年には、その数字は 63%と 19%に

変化していた(75)。いまだ 2 割弱が危機感を抱いていたとはいえ、状況は明ら

かに違っていた。

第二次世界大戦直後は、戦時措置法の撤廃を主張したデ、ィーフェンベーカ

ーで、あったが、政権に就いた頃にはかなりトーンダウンしていた。彼は、同

法が議会主権を侵す点、には強く反対し、それは権利章典の制定に際して変更

したが、結局のところ、行政の長の視点からは、同法廃棄の決断に至ること

ができなかった(76)0 これまで議会で可決されたどの法律も、そして今後可

決されるどの法律も、それらの(権利章典が保障する)自由に反したり、それ

らを縮小するもので、あってはならなしリとの宣言と共に、 1960 年 7 月 1 日に

デ‘ィーフェンベーカーは法案を提示したが(77)、戦時措置法の例外扱いは既定

路線だ、ったので、ある。

法案提出から 8 月頭にかけての国会では、この章典成立に向けての激しい

議論が展開された。野党第 l 党の自由党は、レスター・ピアソン (Lester B. 

Pearson、後の首相)自らが論戦を挑んだが、しかし、野党の批判は一貫性を

欠いていた。与党進歩保守党のジョーンズ (H.F. Jones) は、「議長、彼ら(野党

議員)は、法案(権利章典)が不要だと言い、同時に、あまりにも行き過ぎて

いると言ったその次には、必要を十分満たしていないと言う J と部撤しなが

ら、自由党議員も好んで引用するアーサー・ロワー(Arthur Reginald Marsdon 

Lower)教授の発言を引用した(78)。

憲法的な方法を用いる代わりに単体の法律とすることで生じる弱さは認

識しているが、現状では憲法的な方法を導入できないとも認識している。

…(権利章典を制定する意義について)私が指摘したいのは、もし、本質

的に健全な偉大な原理を宣言すれば、まもなく、法律がその原理に従っ

て形成されるようになるし、その原理に従って考え始めるようにもなる
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ということだ(79)。

そもそも、実効性を重視して憲法に織り込む場合には、掛け権侵害の問題を克

服できないのはあきらかだ、った。その後も議論は続いたが、結局、権利章典

は憲法の一部とはならずに成立し、その関連での戦時措置法の改訂も、議会

での後追い審議を必要とするという最低限の変更に留めたのである。

権利章典の制定に際して、ディーフェンベーカーは、戦時措置法の問題は

別に話し合いたい旨を強調した。そして、 1961 年 6 月、ボールドウイン (Gw.

Baldwin) 議員を議長とする特別委員会 (Special Committee on the War Measures 

Act) が開催され、そこで法改正についての議論が行なわれた(80)。しかし、そ

こでの発言も、緊急時法制の権限を低下させる方向には進まなかった。彼ら

も、「一方では個人の諸権利の問題があるが、他方では、戦時中に政府に必要

とされる権限に過度の規制が働かない程度」にする必要があると判断した(81)。

結局、冷戦下にあって、戦時の緊急性を考慮すれば、人権は、ある程度の制

約が課されざるを得なかった。 1962 年 3 月 23 日の国会で自由党のジュディ・

ラマーシュ(Judy LaMarsh) 議員は、「緊急時において国家が最重要であるべき

だし、他方、個人の権利が最重要であると言うことでJ 、「首相が馬と牛を掛

け合わせようとしているように思えるJ と榔検したが側、緊急事態法の議論

は、まさにそのような矛盾をはらみ続けていたのだ。

戦後カナダ、で人権問題に関与したディーフェンベーカー首相も、戦時措置

法の廃棄も大幅改変を望まなかったo むしろ彼は、同法の下での権限維持を

目指した。結果として、その後、 1970 年のケベックで適用されることとなっ

たが、それを彼の無策のゆえとするべきかは評価が分かれるであろう。結局

は、冷戦とし、う時代が、そのような法律の堅持を求めたのである。

むすび

権利章典が制定されて 50 周年を迎えた 2010 年、『トロント・スター』紙に

次のような記事が掲載された。

…今日はカナダ権利章典の 50 周年である。ディーフェンベーカーの積年

の夢が現実になっていなければ、トノレドーの (1982 年の)人権憲章も生ま

れなかったかもしれない。…権利章典が宣言された 50 周年の機会に、デ

zu 
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ィーフェンベーカーが 1960年夏に自らの責務を述べた言葉を思い出すの

は、全カナダ国民にとって良いことだろう。「私はカナダ、人であり、自由

なカナダ人である。恐れずに発言する自由を持ち、自分なりに神を信仰

する自由を持つ。正しいと思うもののために立ち上がる自由と、間違い

だと信じるものに反対する自由を持つ。そして我が国を統治する人々を

選ぶ自由を持つ(問。 J

この記事は、完全主義者の法律家たちは章典を軽視するが、それがカナダの

人権史における重要な一歩だ、ったと強調している。戦時措置法にせよ権利章

典にせよ、法律の意義を法律以外の視点、から論じるのは容易ではないが、少

なくとも、人権を尊重する姿勢を法律として明示した点で画期となった。

戦間期に活躍した政治学者ノ、ロルド・ラスキ (Haro1dJoseph Laski) の言葉を

借りれば、「国のいずれをとわず無制限な政治権力を所有する一団の人々があ

るならば、支配を受ける人々は決して自由ではありえなしリ (84L しかし、戦

争と市民の自由の関係は、しばしば矛盾を含む。カナダの戦時措置法も、そ

のような戦時ゆえの矛盾で、あったが、「自由を守るための戦争」が自国民の特

にマイノリティの自由を剥奪する結果となったという意味で、それはカナダ

史における大きな汚点、の l つとなったし、逆に一一実効性をあまり有さなか

ったにせよ一一権利章典は市民の権利をめぐる重要な一歩であった。それに

もかかわらず、ディーフェンベーカー政権でも、戦時措置法の改正について

は、十分な前進を見ることはなかった。

なお、権利章典導入時までの戦時措置法が、議会主権への挑戦とし、う側面

を持っていたのは事実にせよ、議院内閣制の国家で、国民から選挙で選ばれ

た与党の党首が組閣した内閣での決定を、それだけで「非民主的j と呼ぶこ

とが妥当とは限らない。また、戦時措置法の名の下に、自由を規制する法律

が作られたのは紛れもない事実だが、それは同法自体の問題というよりも、

同法の利用の仕方、そして同法を利用した政権の問題の方がむしろ大きい。

法律の制定と運用は、時代の影響を強く受ける。デ‘ィーフェンベーカー政

権は、市民の自由を重視し、権利章典を導入したが、戦時措置法については、

最低限の変更しか行なわなかった。それが、 1960 年代カナダの政治状況の限

界で、あった。このような時代の制約を認識しながら、彼の政権の功績を再評

価する必要がある。本論はその試みの最初の一歩に過ぎない。
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